
電気供給約款・料金表 新旧対象表 

2022 年 4 月 

新 旧 備考 

電気供給約款 

40. 最低利用期間 

(1)14（契約種別および料金）で定める契約種別には最低利

用期間があります。最低利用期間は 15（料金の適用開始の

時期）で定める料金の適用開始日から起算して３６ヶ月とい

たします。 

(2)（1）で定める最低利用期間内に，需給契約の消滅があっ

た場合には，当社が定める期日までに以下の額（以下「解約

事務手数料」といいます。）を支払っていただきます。解約

事務手数料について支払を要する額は，解約事務手数料に消

費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 

     税抜額    税込額（10％時） 

解約事務手数料 10,000 円 11,000 円 
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     税抜額  税込額（10％時） 
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新 旧 備考 

料金表【全エリア】 

Ⅳ. 最低利用期間 

(1)料金表で定める契約種別には最低利用期間があります。

最低利用期間は料金の適用開始日から起算して３６ヶ月と

いたします。 

(2)（1）で定める最低利用期間内に，需給契約の消滅があっ

た場合には，当社が定める期日までに以下の額（以下「解約

事務手数料」といいます。）を支払っていただきます。解約

事務手数料について支払を要する額は，解約事務手数料に消

費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 
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（変更） 

 

 


